
議案第７号 

 

高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を、次のように定める。 
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【説明資料】高根沢町産業課 

 

高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

１ 概要 

  高根沢町土づくりセンターに刈草を搬入することに伴い、その利用料金の設定するため、所要の改正をするものです。 

 

２ 改正内容 

高根沢町土づくりセンターに刈草を搬入する際の利用料金の上限額を１㎏ 15円で設定します。（別表） 

 

３ 施行日 

  令和８（2026）年４月１日 
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高根沢町条例第 号 

 

   高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例（平成12年高根沢町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

名称 区分 単位 金額 徴収の

方法 

徴収の

時期 

土づくり

センター

利用料金 

資材搬

入に係

る利用 

事業活動によ

り搬出される

生ごみ、刈草 

１kg 15円 納入通

知書に

よる 

納入通

知書交

付後20

日以内 （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 
 

名称 区分 単位 金額 徴収の

方法 

徴収の

時期 

土づくり

センター

利用料金 

資材搬

入に係

る利用 

事業活動によ

り搬出される

生ごみ 

１kg 15円 納入通

知書に

よる 

納入通

知書交

付後20

日以内 （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 
 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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